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ごみ減量、あ惨たが主役！

集団回収では、大人も子どもも参加する方一人ひとりが主役です。

江戸川区ならではの地域力で、ご近所のみなさんと力を合わせて

リサイクルの環を広げていきましょう！
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笑顔でいきいきとリサイクル活動をしています。

区から出る資源のうち約3分の1 は

集団回収によって回収されています。

資源の持ち去り被害を防ぐ効果もあり、

区では積極的に支援を行っています！

集団蹴参加弱
団体の方ヘ | 

集団回収に参加する団体には、報奨金（回収量1kg lこっき6円）を5月と 1 1 月に支給し

ます。支給された報奨金は、防災ク、ッスを購入したり、バーベキュー大会を行ったり、
団体のみなさまのアイデアでさまざまな事に使われています。

また、情報誌などの送付や、開始時には軍手などの消耗品の支給の支援があります。
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雑がみの紙袋出Uて・
回収量アωコ合, , 
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これまで、雑がみの出し方は、「雑がみ

の形状や大きさが様々で出しづらい。 J

といった意見をいただいてきました。

そこで、出しやすい「雑がみの紙袋出

しj を、集団回収限定で追加しました。こ

れを機に、更なるごみ減量と雑がみリサ

イクルにご協力ください。
※週1 回の行政回収に雑がみを出す場合は、「紙袋出し」
はできません。

紙袋は、全体が紙製のもの

をご使用ください。
妨水加工された紙袋や取

手がビニール製のものは、

使用しないでください。

※ティッシユボックスや封筒のビニールのフィルムは、取り除いてください。

雑誌にはさみ、ひもでしはる 雑がみだけを束ねて、ひもでしばる 雑がみだけを紙袋に入れる

恥トイレット
紙袋 ペーパーの芯食品の箱 日用品の箱 プリント用紙 封筒類 包装紙

においのついた紙
（洗剤の箱など）

議皐カーボン紙
（配送伝票など）

i
1

紙
め

川
A

一
一Ma
－
た
な

P
4
一引
匡
れ
皿

い
K
レ
置
。
紙

－
－a－
－
－R
qJ’
引

u
h
γ

F
占
ヨ
弱
a
F工
司
／

、

司
五
ヲ
加
ツ

p
h透
水
コ

守
防
備汚れた紙

（ピザの箱など）

写真プリント紙 圧着ハガキ

実績報告書の提出期限は、集団回収実施日の翌月 10固までです。提出が遅れると報奨金が支給されなく怒ることが

ありますのでご注意ください。実績報告書が必要な場合は、区役所本庁舎もしくは各事務所地域サービス係でお受

取りできます。また、代表者の氏名や住所・口座名義の変更怠ど、登録内容に変更があった時は、 f登録団体代表者等

変更届jの提出が必要です。円滑な報奨金支払いのためご協力をお願いします。



年末年始に近づくと紅属事＇槻み合います！
粗大ごみ受付センターのこ利用はお早めに！

（エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、パソコンは別手続き）

年末年始に近づくと、粗大ごみの申し込み件数が1年の中で一番多くなります。

おおむね一辺が
30cm以上のものが

。・1 収集を希望した場合

収集指定日の朝8時までに、

名前（受付番号）を書いた「粗

大ごみ処理券」を貼って指定

された場所にお出しください。

＼融圏

。電話またはインターネットで

「粗大ごみ受付センターJヘ
申し込む

・電話 Oみ5296-7000
（月～土 8:00～19:00)

・インターネット（24時間受付）

http://sodai.tokyokankyo.or.jp/ 
※電話・インターネットともに年末年始（12/29～1/3）を除く。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国圃・・・・・・・・・．．．－－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．. 
- 

I 

I 

- 

. . . . . 
。・2 ご自分で持ち込む場合（申込制）

持込指定日の9時～15時

30分の閏に、名前（受付番

号）を書いた「組大ごみ処
理券」を貼って組大こ、み持

込施設へお持ちください。

（無料のものは「粗大ごみ

処理券J不要）

また、使えるのに粗大こ、みに出すのはもったいない！

をご利用くださいf

まずta:あ、気軽lζ

ごお減量係まで

お電話を！

・リサイクルバンクとは
ご家庭で使わなくなった製晶を必要とする方に無償で、譲る

ための制度です。「譲りたい製品」と「譲ってほしい製品」を
登録し、条件が一致したときに直接交渉します。

・登録できる製品の例
家具、電化製品、ベビー用品、楽器、自転車など。

（組大ごみに準ずるもので、修理や清掃をしなくても

使用可能なものに限ります。 ）

・申し込み方法
電話またはFAXで登録できます。

江戸川区内在住または在勤の方が対象です。
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ご意見・ご感想、をお寄せください。

江戸川区環境部清掃課ごみ減量係干132・8501 江戸川区中央1 ・4・ 1

電話 03・5662-1689 FAX 03・5678・6741


